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  県 立 学 校 教 職 員 の 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画  
 

和 歌 山 県 教 育 委 員 会  

令 和 ８ 年 １ 月  

 

 

１  本 計 画 の 趣 旨 等  

 

近 年 、社 会 情 勢 の 急 激 な 変 化 に 伴 い 、学 校 を 取 り 巻 く 環 境 が 、複 雑 化・多

様 化 す る と と も に 、 保 護 者 や 地 域 か ら の 学 校 や 教 職 員 に 対 す る 期 待 が 高 ま

っ て い る こ と な ど か ら 、 教 職 員 の 業 務 は 多 忙 化 し て い る 。  

教 職 員 の こ れ ま で の 働 き 方 を 見 直 し 、 多 忙 化 を 解 消 す る こ と は 、 こ ど も

と 向 き 合 う 時 間 の 確 保 や 県 民 サ ー ビ ス の 維 持 向 上 に つ な が る と 同 時 に 、 教

職 員 の 日 々 の 生 活 の 質 や 教 職 人 生 を 豊 か に す る な ど 、 教 職 員 の ウ ェ ル ビ ー

イ ン グ を 豊 か に す る 観 点 か ら も 極 め て 重 要 で あ る 。  

県 教 育 委 員 会 で は 、第 ４ 期 教 育 振 興 基 本 計 画 に お い て も 、「 教 職 員 の 勤 務

環 境 の 改 善 」 を 掲 げ 、 学 校 に お け る 働 き 方 改 革 の 実 効 性 の 向 上 と 教 職 員 等

が 担 う 業 務 の 適 正 化 を よ り 一 層 推 進 し て い く た め 、「 教 職 員 等 の 働 き 方 改 革

推 進 プ ラ ン 」 を 策 定 し 運 用 し て い た と こ ろ で あ る が 、 こ の た び 、 公 立 の 義

務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 改 正 に 基 づ

き 、国 の 指 針（ ※ ）を 踏 ま え 、働 き 方 改 革 の 更 な る 推 進 に 向 け て 、新 た に 本

計 画 を 策 定 す る も の と す る 。  

 

※ 「 公 立 学 校 の 教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 そ の 他 教 育 職 員 の 服 務 を

監 督 す る 教 育 委 員 会 が 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る た め に 講

ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針 」（ 令 和 ７ 年 ９ 月 25 日 改 正 ）  

 

 

２  現 状 と 課 題  

 

県 教 育 委 員 会 で は 、 平 成 3 0 年 ５ 月 に 「 教 職 員 等 の 働 き 方 改 革 推 進 プ ラ

ン 」 を 策 定 す る と と も に 、 「 教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 そ の 他 健 康 及

び 福 祉 の 確 保 を 図 る た め の 方 針 」 に よ り 、 時 間 外 在 校 等 時 間 の 上 限 の 目 安

を 示 し 、 教 職 員 等 の 長 時 間 労 働 の 解 消 に 取 り 組 ん で き た 。  

し か し な が ら 、 令 和 ６ 年 度 に お い て も 、 県 立 学 校 の 教 職 員 の う ち 、 １ 箇

月 時 間 外 在 校 等 時 間 が 45 時 間 を 超 え る 教 職 員 の 割 合 は 26. 1％ 、 8 0 時 間 を

超 え る 教 職 員 の 割 合 は 6. 5％ 、と な っ て お り 、依 然 と し て 長 時 間 勤 務 の 教 職

員 が 多 い と い う 実 態 が あ る 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 教 職 員 が 心 身 と も に 健 康 で や り が い を 持 ち 、 こ

ど も と 向 き 合 う 時 間 を 十 分 に 確 保 で き る よ う 、 勤 務 環 境 や 体 制 の 整 備 を 進

め る と と も に 、 教 職 員 一 人 ひ と り が 、 勤 務 時 間 を 意 識 し た 働 き 方 を 確 立 す

る こ と が こ れ ま で 以 上 に 重 要 で あ る 。  

県 教 育 委 員 会 は 、教 職 員 の「 働 き や す さ 」と「 働 き が い 」を 両 立 し 、こ ど

も た ち に よ り よ い 教 育 を 行 う た め 、 県 と 市 町 村 の 教 育 委 員 会 や 教 育 に 関 わ

る 関 係 団 体 等 が 一 体 と な っ て 、 家 庭 や 地 域 の 理 解 と 協 力 を 得 な が ら 、 学 校

及 び 教 職 員 の 勤 務 環 境 の 改 善 等 、 「 働 き 方 改 革 」 を さ ら に 進 め て い く 必 要

が あ る 。  
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３  計 画 の 期 間  

 

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 1 1 年 度 ま で の ４ 年 間 と す る 。  

た だ し 、 計 画 の 進 捗 状 況 等 を 踏 ま え 、 適 宜 見 直 し を 行 う こ と と す る 。  

 

 

４  実 施 す る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 の 内 容  

 

 （ １ ） 「 業 務 の ３ 分 類 」 を 踏 ま え た 業 務 の 見 直 し  

 

  ① 「 学 校 以 外 が 担 う べ き 業 務 」 に 関 す る 取 組  

・ 保 護 者 等 か ら の 過 剰 な 苦 情 や 不 当 な 要 求 等 、 学 校 だ け で は 対 応 が 困

難 な 事 案 に つ い て 、ス ク ー ル ロ イ ヤ ー 制 度 の 活 用 を 進 め る と と も に 、

学 校 と 県 教 育 委 員 会 が 連 携 し て 対 応 す る 等 、 学 校 が 教 育 活 動 に 専 念

で き る よ う 、 ト ラ ブ ル の 解 決 に 向 け た 学 校 外 か ら の 支 援 を 行 う 。  

・ 学 校 徴 収 金 の 徴 収 及 び 管 理 に つ い て 、 事 務 シ ス テ ム の 導 入 を 検 討 す

る 。  

・ 学 校 警 察 補 導 連 絡 協 議 会 や 生 徒 指 導 連 絡 協 議 会 等 に お い て 、 補 導 さ

れ た 児 童 生 徒 の 引 取 り に つ い て は 、 保 護 者 が 第 一 義 的 な 責 任 を 負 う

こ と に つ い て 認 識 を 共 有 す る 。  

 

  ② 「 教 師 以 外 が 積 極 的 に 参 画 す べ き 業 務 」 に 関 す る 取 組  

・ 中 学 校 部 活 動 に つ い て 、 和 歌 山 県 学 校 部 活 動 及 び 地 域 ク ラ ブ 活 動 の

在 り 方 等 に 関 す る 方 針 に よ り 、 休 日 の 学 校 部 活 動 を 原 則 す べ て 地 域

移 行 す る こ と を 目 指 す こ と と し て い る が 、 高 等 学 校 部 活 動 に お い て

も 、 地 域 ク ラ ブ 活 動 と の 連 携 の 在 り 方 に つ い て 研 究 を 進 め る 。  

・ 部 活 動 の 適 正 化 及 び 学 校 の 働 き 方 改 革 も 考 慮 し た 部 活 動 改 革 を 目 指

し 、 部 活 動 指 導 員 の 配 置 や 外 部 指 導 者 の 活 用 等 を 進 め る 。  

・ 学 校 に 対 し て 行 っ て い る 調 査 、 ア ン ケ ー ト 等 に つ い て 、 そ の 精 選 及

び 簡 素 化・統 合・廃 止 に 取 り 組 む 。ま た 、回 答 が 必 要 な も の に つ い て

は 、 Ｉ Ｃ Ｔ の 活 用 に よ る 回 答 方 法 の 工 夫 等 、 事 務 負 担 軽 減 に 向 け た

改 善 を 行 う と と も に 、 教 育 職 員 と 事 務 職 員 が 適 切 に 業 務 分 担 す る よ

う 、 指 導 ・ 助 言 を 行 う 。  

 

③ 「 教 師 の 業 務 だ が 、 負 担 軽 減 を 促 進 す べ き 業 務 」 に 関 す る 取 組  

・ 授 業 準 備 や 成 績 処 理 等 の 事 務 負 担 を 軽 減 す る た め 、 教 員 業 務 支 援 員

等 の 支 援 ス タ ッ フ を 活 用 す る と と も に 、 校 務 支 援 シ ス テ ム や 採 点 支

援 シ ス テ ム 等 の Ｉ Ｃ Ｔ の 積 極 的 な 活 用 を 推 進 す る 。  

・ Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 授 業 の 支 援 や 、 Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 及 び ネ ッ ト ワ ー ク 設 備

の 日 常 的 な メ ン テ ナ ン ス 等 を 行 う た め 、 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 の 配 置 拡 充 等

を 進 め る 。  

・ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 、ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 、看 護 師 、特 別

支 援 教 育 支 援 員 、就 職 指 導 員 等 、専 門 ス タ ッ フ を 配 置 し 、専 門 的 な 知

見 を 活 用 し つ つ 、 教 職 員 と 連 携 ・ 協 働 し た 支 援 体 制 を 構 築 す る 。  

 

 

 

 



3 

 

 （ ２ ） 学 校 に お け る 措 置 の 推 進  

 

  ・ 教 育 課 程 の 編 成 に つ い て 、 当 該 学 校 の 指 導 体 制 に 見 合 う 適 切 な 授 業 時

数 で あ る か 点 検 を 行 う と と も に 、 教 育 の 質 の 向 上 の た め に 必 要 な 時 間

的 余 裕 を 創 出 す る 観 点 か ら 、 必 要 な 改 善 を 図 る よ う 、 指 導 ・ 助 言 を 行

う 。  

・ 学 校 行 事 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 教 育 的 価 値 を 踏 ま え 、 精 選 又 は 統 合 を

図 る と と も に 、 運 営 方 法 に つ い て も 、 簡 素 化 や 省 力 化 を 進 め る よ う 、

必 要 な 指 導 ・ 助 言 を 行 う 。  

・「 校 務 の 効 率 化 に 向 け た 点 検 シ ー ト 」を 活 用 し 、各 学 校 の 取 組 状 況 に つ

い て 確 認 す る と と も に 、 点 検 結 果 を 周 知 し 、 必 要 な 改 善 を 図 る よ う 、

指 導 ・ 助 言 を 行 う 。  

・ 学 校 評 価 の 結 果 に 基 づ き 学 校 運 営 の 改 善 を 図 る に 当 た っ て は 、 当 該 措

置 が 本 実 施 計 画 に 適 合 す る も の と な る よ う 、必 要 な 指 導・助 言 を 行 う 。 

 

（ ３ ） 教 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 に 関 す る 取 組  

 

・ 1 1 時 間 を 目 安 と す る 勤 務 間 イ ン タ ー バ ル の 確 保 に 取 り 組 む 。  

・１ 月 の 時 間 外 在 校 等 時 間 が 80 時 間 を 超 え た 教 職 員 に つ い て は 、産 業 医

に よ る 面 接 指 導 を 実 施 す る 。  

・ 年 次 有 給 休 暇 等 の 休 日 に つ い て ま と ま っ た 日 数 を 連 続 し て 取 得 で き る

よ う 、 各 学 校 に 対 し て 取 得 を 促 進 す る 。  

・ 各 学 校 に お け る 長 期 休 業 中 の 学 校 閉 庁 日 に つ い て 、 夏 季 休 業 中 の 日 数

拡 大 や 、 春 季 ・ 冬 季 休 業 中 の 設 定 を 推 進 す る 。  

・ す べ て の 県 立 学 校 に お い て ス ト レ ス チ ェ ッ ク を 実 施 し 、 実 施 結 果 等  

を 活 用 し て 職 場 環 境 の 改 善 を 推 進 す る 。  

 

 

５  関 連 す る 取 組 、 今 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ に つ い て  

 

・ 各 学 校 に お け る 働 き 方 改 革 の 取 組 が 進 む よ う 、 様 々 な 機 会 を 捉 え 各 学 校

へ 本 計 画 の 周 知 を 行 う と と も に 、 管 理 職 を 対 象 と し た 研 修 や 、 ミ ド ル リ

ー ダ ー 層 を 対 象 と す る 研 修 等 、 多 様 な 機 会 に お い て 、 学 校 に お け る 働 き

方 改 革 に 資 す る 組 織 マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 内 容 の 研 修 を 充 実 さ せ る 。  

・ 教 職 員 の 業 務 の 適 正 化 に つ い て 保 護 者 や 地 域 住 民 等 の 理 解 を 促 進 す る た

め 、 学 校 運 営 協 議 会 に お い て 、 学 校 の 働 き 方 改 革 に つ い て 協 議 す る こ と

等 に 取 り 組 む よ う 、 必 要 な 指 導 ・ 助 言 を 行 う 。  

・各 学 校 に お い て 、校 務 支 援 シ ス テ ム に よ り 教 職 員 の 出 退 勤 時 刻 を 把 握 し 、

在 校 等 時 間 の 客 観 的 計 測 を 行 う 。  

・毎 年 度 、月 別 の 平 均 時 間 外 在 校 等 時 間 及 び 時 間 外 在 校 等 時 間 が 45 時 間 を

超 え る 教 職 員 の 割 合 を 県 教 育 委 員 会 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る 。  

・時 間 外 在 校 等 時 間 が 45 時 間 を 超 え た 教 職 員 が 多 い 学 校 に つ い て は 、該 当

教 職 員 毎 に 、 そ の 原 因 や 改 善 策 に つ い て 検 証 し 、 学 校 全 体 の 業 務 量 の 平

準 化 と 校 務 効 率 化 が 図 れ る よ う 、 必 要 な 指 導 ・ 助 言 を 行 う 。  

・ 県 教 育 委 員 会 が 主 催 す る 会 議 研 修 会 等 に つ い て 、 ペ ー パ ー レ ス 化 や オ ン

ラ イ ン 開 催 を 含 め 、 そ の 精 選 及 び 簡 素 化 ・ 統 合 ・ 廃 止 に 取 り 組 む 。  
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６  目 標 ・ 評 価 指 標  

 

 （ １ ） 時 間 外 在 校 等 時 間  

 

①１箇月時間外在校等時間が 45 時間以下の教職員の割合を 100％にする。 

② １ 年 間 に お け る １ 箇 月 時 間 外 在 校 等 時 間 の 平 均 時 間 を 3 0 時 間 程 度 に

す る 。  

③ １ 年 間 に お け る 時 間 外 在 校 等 時 間 が 3 60 時 間 以 下 の 教 職 員 の 割 合 を

100％ に す る 。  

 

指 標  
基 準 値  

（ 令 和 ６ 年 度 ）  

目 標 値  

（ 令 和 11 年 度 ）  

１ 箇 月 時 間 外 在 校 等 時 間

が 45 時 間 以 下 の 教 職 員 の

割 合  

73. 9％  100％  

１ 年 間 に お け る １ 箇 月 時

間 外 在 校 等 時 間 の 平 均 時

間  

32. 1 時 間  30 時 間 程 度  

１ 年 間 に お け る 時 間 外 在

校 等 時 間 が 3 60 時 間 以 下 の

教 職 員 の 割 合  

56. 0％  100％  

 

 （ ２ ） 「 校 務 の 効 率 化 に 向 け た 点 検 シ ー ト 」 の 達 成 目 標  

 

① 「 達 成 で き た 」 学 校 の 割 合 が 10 0％ で あ る 項 目 数 を 全 項 目 と す る 。  

 

指 標  
基 準 値  

（ 令 和 ６ 年 度 ）  

目 標 値  

（ 令 和 11 年 度 ）  

「 達 成 で き た 」 学 校 の 割

合 が 10 0％ で あ る 項 目 数  
7/2 1 項 目 中   

※ P 6 資 料  全 項 目  

 

（ ３ ） ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス や 働 き が い 等  

 

① 教 職 員 １ 人 当 た り の 年 次 有 給 休 暇 の 平 均 取 得 日 数 を １ 年 に つ き 1 5 日 

以 上 に す る 。  

 

指 標  
基 準 値  

（ 令 和 ６ 年 度 ）  

目 標 値  

（ 令 和 11 年 度 ）  

１ 年 間 の 年 次 有 給 休 暇 の

平 均 取 得 日 数  
13. 2 日   15 日  

 

② 教 職 員 が 、 こ ど も と の 関 わ り や 自 身 の 専 門 性 を 十 分 に 発 揮 で き る 環 境

の 中 で 、 仕 事 に や り が い を 感 じ る と と も に 、 心 身 の 健 康 が 保 持 さ れ 、

生 き 生 き と 勤 務 で き る こ と を 目 指 す 。  
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目 安 と し て 、ス ト レ ス チ ェ ッ ク に お け る「 働 き が い 」及 び「 仕 事 や 生 活

の 満 足 度 」の 値 が 全 国 平 均 値 以 上 か つ 前 年 度 値 以 上 で あ る こ と 、ま た 、

「 健 康 リ ス ク 」 の 値 が 全 国 平 均 値 以 下 か つ 前 年 度 値 以 下 で あ る こ と を

目 指 す 。  

 

 

７  進 捗 管 理 等  

 

本 計 画 に 掲 げ る 取 組 に つ い て は 、 県 教 育 委 員 会 に お い て 進 捗 状 況 を 管 理

し 、 取 組 状 況 を 県 教 育 委 員 会 の ホ ー ム ペ ー ジ に 公 表 す る と と も に 、 定 例 の

教 育 委 員 会 及 び 和 歌 山 県 総 合 教 育 会 議 に お い て 報 告 す る こ と と す る 。  

時 間 外 在 校 等 時 間 に か か る 目 標 の 達 成 状 況 に つ い て は 、 校 務 支 援 シ ス テ

ム で 把 握 し 、そ の 他 の 目 標 に つ い て は 、校 務 の 効 率 化 点 検 シ ー ト の 結 果 や 、

ス ト レ ス チ ェ ッ ク の 結 果 か ら 把 握 す る 。  

ま た 、 学 校 訪 問 等 を 通 じ て 学 校 の 状 況 を 把 握 す る と と も に 、 必 要 な 場 合

は 新 た な 取 組 を 実 施 す る 。  

 

 

８  そ の 他  

・平 成 30 年 ５ 月 策 定 の「 教 職 員 等 の 働 き 方 改 革 推 進 プ ラ ン 」は 、本 計 画 に

統 合 す る 。  

・ 市 町 村 立 学 校 教 職 員 に つ い て は 、 各 市 町 村 教 育 委 員 会 が 策 定 す る 業 務 量

管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 に 基 づ き 、 教 職 員 の 働 き 方 改 革 に 資 す る 取

組 が 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る よ う 、 各 市 町 村 教 育 委 員 会 に 対 し 、 必 要

な 指 導 ・ 助 言 を 行 う 。  
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校務の効率化に向けた各学校の取組の状況  

「令和６年度 校務の効率化に向けた点検シート」集計結果【県立学校】 

 

 点 検 項 目  
達成できた  

学校  

ま だ 取 組 中

の学校  

達成できない  

学校  

①  
「子供と向き合うこと」を中心とした組織づ
くりができているか  9 6 . 4 %  3 . 6 %  0 . 0 %  

②  
仕事を一人で抱え込まない校内組織づくり
に努めているか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

③  
特定の教職員に過度の負担がかからないよ
う業務量を平準化しているか  8 5 . 5 %  1 4 . 5 %  0 . 0 %  

④  職員の出退勤の時刻を把握しているか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

⑤  
退勤が極端に遅い教職員への指導をしてい
るか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

⑥  
年次有給休暇の取得推進と目標設定を行っ
ているか  8 5 . 5 %  1 4 . 5 %  0 . 0 %  

⑦  「ノー残業デー」を設定しているか  9 4 . 5 %  5 . 5 %  0 . 0 %  

⑧  「ノー会議週間」を設定しているか  8 9 . 1 %  9 . 1 %  1 . 8 %  

⑨  
ワークライフバランス（仕事と生活の調和）
の視点を導入しているか  9 8 . 2 %  1 . 8 %  0 . 0 %  

⑩  会議の開始・終了時間を明確化しているか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

⑪  
提案、協議、連絡などを整理し、会議資料の
事前配付に努めているか  9 6 . 4 %  3 . 6 %  0 . 0 %  

⑫  
会議資料等を簡略化することを指導してい
るか  9 6 . 4 %  3 . 6 %  0 . 0 %  

⑬  不必要な書類の削減を実行しているか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

⑭  
教職員で保管場所を決め、教材等の共有化を
行っているか  9 8 . 2 %  1 . 8 %  0 . 0 %  

⑮  
共有フォルダを作成し、文書や学習プリント
等の有効活用を行っているか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

⑯  
職員室では、子供に関する話題が出るような
雰囲気となっているか  9 8 . 2 %  1 . 8 %  0 . 0 %  

⑰  
子供と向き合う時間確保に向けＰＤＣＡサ
イクルを実施しているか  8 9 . 1 %  1 0 . 9 %  0 . 0 %  

⑱  
週休日の振替等の制度の周知や記入用紙の
保管場所も明示しているか  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  

⑲  部活動の休養日を設定しているか  9 6 . 0 %  4 . 0 %  0 . 0 %  

⑳  部活動の練習時間を設定しているか  9 4 . 0 %  6 . 0 %  0 . 0 %  

㉑  
教職員全体での共通理解と学校・家庭・地域
が連携・協力を図るように指導しているか  9 4 . 4 %  5 . 6 %  0 . 0 %  

※点検項目については、取組の進捗状況により適宜見直しを行うことがある。  

資料  


